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各都道府県・政令市 

産業廃棄物行政主管部（局）御中 

  

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課 

 

 

産業廃棄物処理作業時等における熱中症対策について 

 

 廃棄物行政の推進については、かねてより格別の御尽力を頂き御礼申し上げます。 

 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（新型コロナウイルス感染症

対策本部決定基本的対処方針）において、廃棄物の処理業者（収集・運搬、処分等）

その他の廃棄物の処理に関わる事業者が「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な

業務を行う事業者」として位置付けられているとおり、廃棄物処理業者には、十分に

新型コロナウイルス感染症への感染防止策を講じつつ、事業を継続することが求めら

れています。 

 今年も６月に入り、少なくない自治体においてすでに真夏日を記録するなど、日に

日に熱中症のリスクが高まっています。そのような中で廃棄物処理に係る作業を行う

に当たり、労働者が新型コロナウイルス感染症対策のためマスク等の防護具や肌の露

出の少ない作業着（長袖・長ズボン）を着用する場合には、例年以上に熱中症対策を

徹底する必要があります。 

 ついては、新型コロナウイルスへの感染防止対策及び熱中症対策を講じつつ、安全

に廃棄物処理を行うため、下記について、貴管下の産業廃棄物処理業者に周知徹底い

ただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

炎天下での屋外作業に限らず、屋内の作業場や倉庫などでも湿度が高く通風が悪い

と熱中症のリスクが高まることから、炎天下での屋外作業に限ることなく、作業の内

容に応じて、適宜、以下の熱中症対策を講じること（詳細については別添「職場の熱

中症予防対策は万全ですか？」（厚生労働省労働基準局作成）を参照いただきたい）。 

 

・ＷＢＧＴ（暑さ指数）を活用すること 

・休憩場所を整備すること※ 

・計画的に、労働者が熱に慣れ、環境に適応するための期間を設けること 

・労働者に、のどの渇きを感じなくても水分・塩分を摂取させること 

・労働者に、透湿性・通気性の良い服装や帽子を着用させること 



・日常の健康管理など、労働者の健康状態に配慮すること 

・熱中症を予防するための労働衛生教育を行うこと 

・熱中症の発症に備えて、緊急連絡網を作成などすること 

 

※･･･休憩中にマスクを外す場合には人と十分に距離を取ること 

 

以上 

 

 

 

（参考）関連サイト 

 

環境省： 

 熱中症予防情報サイト：各種普及啓発資料や暑さ指数（WBGT） 

 https://www.wbgt.env.go.jp/ 

 

環境省・厚生労働省： 

 令和２年度の熱中症予防行動の留意点について（リーフレット） 

http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/heat_illness_pre

vention_2020_leaflet.pdf 

 令和２年度の熱中症予防行動の留意点について（詳細版資料） 

http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/heat_illness_pre

vention_2020.pdf 

 

 

https://www.wbgt.env.go.jp/
http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/heat_illness_prevention_2020_leaflet.pdf
http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/heat_illness_prevention_2020_leaflet.pdf
http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/heat_illness_prevention_2020.pdf
http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/heat_illness_prevention_2020.pdf




表１．身体作業強度などに応じたWBGT基準値

※この表は、日本産業規格Ｚ8504（人間工学―WBGT（湿球黒球温度）指数に基づく作業者の熱ストレスの評価―暑熱環境）
附属書Ａ「WBGT熱ストレス指数の基準値表」を基に、同表に示す代謝率レベルを具体的な例に置き換えて作成したものです。

※熱に順化していない人とは、「作業する前の週に毎日熱にばく露されていなかった人」のことをいいます。

※補正値は、一般にレベルＡと呼ばれる完全な不透湿性防護服に使用しないでください。
※重ね着の場合は、個々の補正値を加えて全体の補正値とすることはできません。

区分 身体作業強度（代謝率レベル）の例

WBGT基準値

熱に順化して
いる人（℃）

熱に順化して
いない人（℃）

０
安
静

◆安静 33 32

１
低
代
謝
率

◆楽な座位
◆軽い手作業（書く、タイピング、描く、縫う、簿記）
◆手と腕の作業
（小さいベンチツール、点検、組立てや軽い材料の区分け）
◆腕と足の作業
（普通の状態での乗物の運転、足のスイッチやペダルの操作）
◆立位
◆ドリル（小さい部分）
◆フライス盤（小さい部分）
◆コイル巻き
◆小さい電気子巻き
◆小さい力の道具の機械
◆ちょっとした歩き（速さ3.5ｋｍ/ｈ）

30 29

２
中
程
度
代
謝
率

◆継続した頭と腕の作業（くぎ打ち、盛土）
◆腕と脚の作業
（トラックのオフロード操縦、トラクターや建設車両）
◆腕と胴体の作業
（空気ハンマーの作業、トラクター組立て、しっくい塗り、
中くらいの重さの材料を断続的に持つ作業、草むしり、
草掘り、果物や野菜を摘む ）

◆軽量な荷車や手押し車を押したり引いたりする
◆3.5～5.5ｋｍ/ｈの速さで歩く
◆鍛造

28 26

３
高
代
謝
率

◆強度の腕と胴体の作業
◆重い材料を運ぶ
◆大ハンマー作業
◆草刈り
◆硬い木にかんなをかけたりのみで彫る
◆5.5～7.5ｋｍ/ｈの速さで歩く
◆重い荷物の荷車や手押し車を押したり引いたりする
◆鋳物を削る
◆コンクリートブロックを積む

気流を感じ
ないとき

25

気流を感じ
るとき

26

気流を感じ
ないとき

22

気流を感じ
るとき

23

４
極
高
代
謝
率

◆最大速度の速さでとても激しい活動
◆おのを振るう
◆激しくシャベルを使ったり掘ったりする
◆階段を登る、走る、７ｋｍ/ｈより速く歩く

23 25 18 20

◆シャベルを使う
◆のこぎりをひく
◆掘る

表２．衣類の組合わせによってWBGT値に加えるべき補正値

衣服の種類
作業服

（長袖シャツ
とズボン）

布（織物）製
つなぎ服

二層の布
（織物）製服

SMSポリプロピレン
製つなぎ服

ポリオレフィン
布製つなぎ服

限定用途の
蒸気不透湿性
つなぎ服

WBGT値に加える
べき補正値（℃） ０ ０ 3 0.5 1 11

下記の衣類を着用して作業を行う場合は、算出されたWBGT値に、各補正値を加えてください。



＜もっと詳しく! ＞

厚生労働省のホームページでは、「職場における労働衛生対策」で、熱中症予防の取組みを紹介しています。

ご不明な点などは、お近くの都道府県労働局または労働基準監督署へお問い合わせください。

職場における労働衛生対策 検 索

事項 範囲 時間

熱中症の症状※

◆熱中症の概要
◆職場における熱中症の特徴
◆体温の調節
◆体液の調節
◆熱中症が発生する仕組みと症状

30分

熱中症の予防方法※

◆WBGT値（意味、基準値に基づく評価）
◆作業環境管理（WBGT値の低減、休憩場所の
整備など）

◆作業管理（作業時間の短縮、熱への順化、水
分と塩分の摂取、服装、作業中の巡視など）

◆健康管理（健康診断結果に基づく対応、日常
の健康管理、労働者の健康状態の確認、身体
の状況の確認など）

◆労働衛生教育（労働者に対する教育の重要性、
教育内容と教育方法）

◆熱中症予防対策事例

150分

緊急時の救急処置 ◆緊急連絡網の作成と周知
◆緊急時の救急措置

15分

熱中症の事例 ◆熱中症の災害事例 15分

事項 範囲

熱中症の症状

◆熱中症の概要
◆職場における熱中症の特徴
◆体温の調節
◆体液の調節
◆熱中症が発生する仕組みと症状

熱中症の予防方法
◆WBGT値の意味
◆現場での熱中症予防活動（熱への順化、水分と塩分の摂
取、服装、日常の健康管理など）

緊急時の救急処置 ◆緊急時の救急措置

熱中症の事例 ◆熱中症の災害事例

※下線部については、小グループでの朝礼などの際に繰り返し教育しましょう。

※ 熱中症に対する基礎知識の状況に応じ、短縮できる事項があります。

表３．熱中症予防管理者労働衛生教育

表４．労働者向けの労働衛生教育（雇入れ時または新規入場時）


